
は
じ
め
に

慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
五
月
七
日
、
大
坂
夏
の
陣
に
よ
っ
て
豊
臣
秀
吉
が
築
城

し
た
大
坂
城
は
落
城
し
、
大
坂
の
町
も
そ
の
戦
火
に
よ
り
荒
廃
し
た
。
徳
川
家
康
は
早

速
、
自
ら
の
外
孫
で
あ
る
松
平
忠
明
を
大
坂
復
興
の
責
任
者
と
し
て
任
じ
、
同
年
（
の

ち
元
和
元
年
）
六
月
、
忠
明
は
天
満
・
船
場
の
町
地
子
五
千
石
ほ
か
を
知
行
と
し
て
与

え
ら
れ
て
大
坂
へ
入
部
し
た
。
忠
明
は
在
坂
期
間
が
元
和
五
年
ま
で
と
短
か
っ
た
せ
い

か
、
彼
の
事
蹟
に
関
す
る
確
か
な
史
料
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
ず
、
そ
の
間
の
具
体
的
な

復
興
の
過
程
に
つ
い
て
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
（
１
）
。

そ
う
し
た
な
か
で
こ
の
た
び
、
作
成
年
代
は
十
八
世
紀
後
半
に
下
る
も
の
の
、
大
坂

の
陣
後
に
お
け
る
町
の
復
興
、
お
よ
び
玉
造
地
区
の
武
家
地
へ
の
転
換
過
程
を
う
か
が

う
こ
と
の
で
き
る
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
史
料

を
全
文
翻
刻
し
て
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
徳
川
時
代
の
大

坂
の
町
の
復
興
と
そ
の
変
容
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一

「
乍
恐
御
願
奉
申
上
候
」
の
翻
刻
と
概
要

当
該
の
史
料
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
一
月
十
八
日
に
作
成
さ
れ
た
、
玉
造
平

大
坂
の
陣
後
の
復
興
と
玉
造
地
区
の
武
家
地
転
換
を
め
ぐ
っ
て

―
高
津
屋
史
料
の
紹
介
を
か
ね
て
―大

澤

研
一

要
旨

慶
長
二
十
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
夏
の
陣
は
、
近
世
大
坂
の
町
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
一
つ
の
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
復

興
の
過
程
に
つ
い
て
は
関
連
史
料
が
少
な
く
、
詳
し
い
状
況
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
最
近
確
認
し
た
高
津
屋
の
記
録
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
も
の

で
あ
る
が
、
高
津
屋
が
元
和
六
年
（
一
六
二
○
）
に
か
け
て
上
町
の
町
割
り
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
、
大
坂
城
外
曲
輪
の
堀
を
埋
め
た
後
の
土
地
を
開
発
し
た
と

い
う
復
興
の
具
体
に
か
か
わ
る
記
述
が
あ
る
ほ
か
、
復
興
後
、
町
家
と
し
て
の
利
用
の
な
か
っ
た
土
地
を
支
配
し
続
け
、
そ
の
な
か
か
ら
大
坂
城
定
番
や
大
坂

役
人
衆
の
屋
敷
と
し
て
収
公
さ
れ
て
い
く
土
地
の
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
場
所
を
書
き
あ
げ
て
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
定
の
町
人
が
大
坂
の
町
の
復
興
に
か

か
わ
っ
た
事
例
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
復
興
し
た
土
地
が
そ
の
後
利
用
さ
れ
て
い
く
様
子
を
伝
え
た
こ
の
史
料
は
た
い
へ
ん
貴
重
な
も
の
と
評

価
で
き
る
。
本
稿
で
は
こ
の
史
料
を
全
文
翻
刻
し
、
今
後
の
活
用
に
供
す
る
ほ
か
、
本
史
料
の
も
つ
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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野
口
町
年
寄
の
高
津
屋
吉
右
衛
門
に
よ
る
「
乍
恐
御
願
奉
申
上
候
」（
以
下
、
本
史

料
）
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
翻
刻
を
掲
げ
る
（
闕
字
・
台
頭
は
残
し
た
。
な
お
便
宜
、

囲
み
数
字
を
ふ
っ
た
）。

乍
恐
御
願
奉
申
上
候

玉
造
平
野
口
町
年
寄

高
津
屋
吉
右
衛
門

先
年
御
役
屋
鋪
地
面
御
用
相
勤
候
者
ニ
御
座
候
、
当
時
困
窮
仕
候
ニ
付
御
拝
借
之
御
願

一
、
私
七
代
以
前
先
祖
吉
右
衛
門
儀
、
大
坂
御
陣
御
平
均
之
後
、
被
為

御
召
出
、

上
町
分
町
割
仕
候
様
被
為

仰
付
、
御
上
意
請
町
割
仕
差
上
申
候
、
其
節
町

場
打
余
り
地
其
外
御
陣
場
跡
・
御
外
曲
輪
御
堀
埋
跡
等
被

下
置
開
発
仕
候

処
、
高
四
百
石
余
御
座
候
、
然
ル
処
右
開
発
地
之
内
先
年
御
城
代
様
御
屋
敷

并
御
定
番
様
御
組
其
外
御
地
役
様
方
御
役
屋
鋪
地
之
御
用
被
為

仰
付
、
当

時
減
少
仕
、
高
弐
百
石
余
相
続
支
配
仕
、
吉
右
衛
門
肝
煎
地
と
相
唱
罷
在
候

御
事
、

一
、
台
徳
院
様
御
上
洛
之
御
時
、
先
祖
吉
右
衛
門
被
為

御
召
出
、
大
坂
町
廻
り
神

社
仏
閣
御
案
内
仕
候
様
被
為

仰
付
相
勤
申
候
、
其
節
為

御
褒
美
御
毛
氈

被

下
置
、
難
有
頂
戴
仕
候
御
事
、

一
、
先
祖
吉
右
衛
門
儀
、
大
坂
惣
年
寄
役
儀
被
為

仰
付
難
有
相
勤
申
候
処
、
病

身
ニ
付
役
儀
御
免
奉
願
上
、
夫
�
私
祖
父
迄
本
弐
拾
八
町
年
寄
相
勤
罷
在
候

御
事
、

一
、
右
開
発
依
頼
御
用
地
相
勤
候
高
反
別
乍
恐
左
ニ
奉
申
上
候
、

①
高
四
石
九
斗
七
升
八
合

聚
楽
町
南
裏

是
ハ
寛
文
八
申
年
御
蔵
方
御
同
心
様
御
屋
敷
地
御
用
為

仰
付
、
奉

差
上
候
、

②
高
七
石

上
堺
町
南
裏

是
ハ
寛
永
年
中
阿
部
備
中
守
様
御
屋
鋪
地
御
用
被
為

仰
付
、
奉
差

上
候
、

③
高
壱
斗
五
升
四
合

山
家
屋
町
北
裏

右
同
断

④
高
弐
斗
三
升
壱
合

仁
右
衛
門
町
西
裏

右
同
断

⑤
高
四
石
九
斗
八
升

玉
造

算
用
曲
輪
東
南
之
下

是
ハ
承
応
三
午
年
保
科
弾
正
忠
様
御
与
力
様
屋
鋪
地
御
用
被
為

仰

付
、
奉
差
上
候
、

⑥
高
弐
石
八
斗
壱
升
九
合

森
村
北
之
堀
端

右
同
断

⑦
高
四
石
六
斗
壱
升
三
合

鈴
木
町
南
裏

此
反
別
四
反
四
畝
十
歩

是
ハ
貞
享
元
子
年
万
年
長
十
郎
様
御
代
官
御
屋
鋪
地
御
用
被
為

仰

付
、
奉
差
上
候
、

⑧
高
弐
石
九
斗
三
升
弐
合

此
反
別
弐
反
三
畝
十
歩

是
ハ
元
禄
十
弐
卯
年
御
破
損
方
御
同
心
様
御
屋
敷
地
御
用
被
為

仰

付
奉
差
上
候
、

⑨
高
壱
石
八
斗
五
升
六
合

此
反
別
弐
反
三
畝
弐
歩

是
ハ
元
禄
十
弐
卯
年
御
具
足
御
奉
行
様
御
屋
敷
地
御
用
被
為

仰
付

（３４）
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奉
差
上
候
、

右
之
分
ハ
延
宝
五
巳
年
青
山
大
膳
亮
様
御
検
地
帳
面
ヲ
以
御
用
地
相
勤
候

諸
書
記
在
之
候
御
事
、

⑩
高
拾
壱
石
七
升

此
反
別
壱
町
壱
反
壱
畝
拾
九
歩

是
ハ
鈴
木
三
郎
九
郎
様
御
代
官
之
御
時
、
慶
安
弐
丑
年
曽
我
丹
波
守

様
・
松
平
隼
人
正
様
御
勤
役
之
御
時
御
改
之
上
御
金
御
奉
行
様
・
御

具
足
御
奉
行
様
御
同
心
様
御
屋
敷
地
御
用
被
為

仰
付
奉
差
上
候
、

⑪
高
壱
石
九
斗
七
升
弐
合

此
反
別
壱
反
六
畝
十
三
歩

是
ハ
鈴
木
三
郎
九
郎
様
御
代
官
之
御
時
、
承
応
三
午
年
曽
我
丹
波
守

様
・
松
平
隼
人
正
様
御
勤
役
之
御
時
御
改
之
上
保
科
弾
正
忠
様
御
同

心
様
御
屋
敷
地
御
用
被
為

仰
付
奉
差
上
候
、

⑫
高
八
石
九
斗
四
升
弐
合

此
反
別
八
反
壱
畝
十
九
歩

是
ハ
鈴
木
三
郎
九
郎
様
御
代
官
之
御
時
、
寛
文
八
申
年
彦
坂
壱
岐
守

様
・
石
丸
石
見
守
様
御
勤
役
之
御
時
御
改
之
上
御
蔵
方
御
同
心
様
拾

弐
人
之
御
屋
敷
地
御
用
被
為

仰
付
奉
差
上
候
、

⑬
高
五
石
壱
斗
弐
升
弐
合

此
反
別
四
反
六
畝
十
七
歩

是
ハ
鈴
木
三
郎
九
郎
様
御
代
官
之
御
時
、
寛
文
八
申
年
彦
坂
壱
岐
守

様
・
石
丸
石
見
守
様
御
勤
役
之
御
時
御
改
之
上
御
蔵
御
奉
行
様
御
屋

敷
地
御
用
被
為

仰
付
奉
差
上
候
、

⑭
高
拾
弐
石
八
斗

此
反
別
壱
町
六
反
歩

是
ハ
先
年
清
水
谷
東
裏
ニ
而
阿
部
備
中
守
様
御
屋
鋪
地
御
用
被
為

仰
付
奉
差
上
候
、

右
之
分
者
慶
安
弐
丑
年
古
検
地
帳
面
御
用
地
相
勤
候
諸
書
記
在
之
候

御
事
、

⑮
御
用
地
高
合
六
拾
八
石
七
斗
六
升
九
合

外
ニ
五
拾
三
石
余

是
ハ
元
和
六
年
上
町
再
住
之
町
人
屋
鋪
地
面
不
足
ニ
差
出
申
候
、

右
之
通
先
祖
吉
右
衛
門
開
発
之
地
所
数
口
御
役
屋
敷
地
御
用
相
勤
申
候
、
尤
先

祖
吉
右
衛
門
義
御
用
相
勤
候
節
者
、
相
応
ニ
相
暮
シ
麦
飯
ニ
而
も
心
易
給
候
得

者
御
替
地
并
地
代
銀
等
も
不
奉
願
上
、
其
侭
御
用
相
勤
申
候
御
義
御
座
候
処
、

数
代
相
続
之
内
段
々
困
窮
仕
、
別
而
私
儀
幼
年
之
節
、
親
共
ニ
相
離
れ
何
卒
取

続
申
度
程
之
難
義
仕
、
漸
家
名
相
続
ハ
仕
候
得
共
此
節
ニ
至
誠
困
窮
身
ニ
逼
り
、

且
夕
之
煙
も
渇
々
ニ
立
候
様
成
行
、
乍
恐

東
照
御
神
君
様
御
吉
例
之
御
場
所
等
迄
被
下
置
難
有
開
発
仕
候
処
、
家
名
難
取
続
、
乍

恐
先
祖
之
勤
労
空
敷
相
成
り
可
申
候
哉
と
何
程
歟
歎
ヶ
敷
奉
存
候
、
就
中
先
祖

吉
右
衛
門
御
用
地
相
勤
候
節
、
御
替
地
之
儀
も
不
奉
申
上
候
段
、
全
子
孫
之
興

廃
之
程
も
無
覚
不
存
候
故
御
用
向
等
其
侭
ニ
而
相
勤
置
候
儀
と
乍
恐
奉
存
候
、

且
又
先
年
差
上
候
御
用
御
屋
鋪
地
之
内
、
御
不
用
ニ
而
御
明
屋
敷
ニ
相
成
候
場

所
ハ
先
規
私
江
御
返
シ
被
成
下
候
場
所
も
御
座
候
、
前
書
ニ
奉
申
上
候
通
、
私

ニ
至
別
而
困
窮
仕
候
ニ
付
、
今
般
奉
恐
入
候
得
共
、
左
之
通
御
願
奉
申
上
候
、

何
卒
御
憐
愍
ヲ
以
御
聞
済
被
成
下
候
ハ
ゝ
取
続
ニ
も
相
成
難
有
奉
存
候
御
事
、

（３５）
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一
、
御
金
千
両

右
御
慈
悲
ヲ
以
今
般
御
拝
借
被
成
下
度
御
願
奉
申
上
候
御
金
六
拾
分
之
金
之

積
り
ヲ
以
弐
朱
之
御
利
足
之
銀
壱
貫
四
百
四
拾
目
御
元
銀
之
内
江
年
々
五
百

目
都
合
壱
貫
九
百
四
拾
目
宛
納
仕
度
奉
存
候
、
尤
身
元
慥
成
者
ヲ
請
負
人
ニ

相
立
乍
恐
奉
願
上
候
、
先
祖
吉
右
衛
門
儀
所
々
御
役
屋
敷
地
御
用
相
勤
候
儀

ニ
御
座
候
得
者
、
右
御
願
奉
申
上
候
通
候
、
何
卒
御
慈
悲
ヲ
以
御
聞
済
被
成

下
御
拝
借
被
為

仰
付
被
下
置
候
ハ
ゝ
累
代
之
家
名
取
続
相
成
、
私
并
子
孫

之
者
共
ハ
不
及
申
上
、
乍
恐
先
祖
之
者
共
勤
労
も
相
顕
シ
広
太
無
辺
之
御
仁

慈
生
々
世
々
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

天
明
六
丙
午
年
十
一
月
十
八
日

高
津
屋吉

右
衛
門

御
奉
行
様

ま
ず
、
本
史
料
の
内
容
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ.

大
坂
玉
造
平
野
口
町
年
寄
高
津
屋
吉
右
衛
門
の
七
代
前
の
吉
右
衛
門
が
、
慶
長
二

十
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
夏
の
陣
後
に
上
町
の
分
の
町
割
り
を
お
こ
な
う
よ
う
公

儀
よ
り
命
ぜ
ら
れ
、
実
施
し
た
。

Ｂ.

そ
の
際
、
町
場
と
す
る
に
余
っ
た
土
地
や
大
坂
の
陣
の
陣
場
跡
・
大
坂
城
外
曲
輪

の
堀
を
埋
め
た
跡
の
地
を
た
ま
わ
っ
て
開
発
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
は
高
四
百
石
余
に

達
し
た
。

Ｃ.

そ
れ
ら
の
開
発
地
は
の
ち
に
城
代
屋
敷
や
定
番
・
幕
府
役
人
衆
の
屋
敷
地
と
し
て

収
公
さ
れ
て
減
少
し
た
が
、
残
る
高
二
百
石
余
の
相
続
を
続
け
（
２
）
、
そ
の
地
を
吉

右
衛
門
肝
煎
地
と
称
し
た
。

Ｄ.

土
地
の
減
少
の
た
め
高
津
屋
は
困
窮
し
、
大
坂
夏
の
陣
以
来
の
経
過
を
説
明
し
た

う
え
で
幕
府
に
借
金
千
両
を
申
し
入
れ
た
。

本
史
料
の
趣
旨
は
、
高
津
屋
が
困
窮
に
い
た
る
経
緯
を
述
べ
幕
府
へ
借
金
を
依
頼
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
の
部
分
に
お
い
て
大
坂
の
陣
後
の
町
割
り
や
そ

の
後
の
幕
府
用
地
の
確
保
に
貢
献
し
た
実
績
を
主
張
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
部
分
の

内
容
に
着
目
し
た
い
と
思
う
。

二

高
津
屋
吉
右
衛
門
家
に
関
す
る
史
料

こ
の
高
津
屋
吉
右
衛
門
家
に
つ
い
て
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
史
料
・
記
述
は
限
定
的

で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
れ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

【
史
料
１
】
「
玉
造
平
野
口
町
并
吉
右
衛
門
肝
煎
地
湯
屋
株
前
書
」（「
株
仲
間
名
前

帳
前
書
巻
五
」『
大
阪
市
史
』
第
五
）

寛
政
四
子
年
七
月
、
吉
右
衛
門
肝
煎
地
庄
屋
玉
造
平
野
口
町
年
寄
兼
帯
高
津
屋
吉

右
衛
門
儀
、
先
祖
之
者
へ
被
下
地
之
内
、
先
年
所
々
御
役
屋
敷
ニ
差
上
置
候
処
、

近
年
不
如
意
ニ
付
取
続
為
助
成
、
平
野
口
町
限
り
通
用
湯
屋
株
壱
軒
（
中
略
）
都

合
五
株
奉
願
上
候
処
、
御
免
被
成
候
、

高
津
屋
吉
右
衛
門
が
吉
右
衛
門
肝
煎
地
庄
屋
と
平
野
口
町
年
寄
を
兼
帯
し
て
い
た
こ

と
、
先
祖
に
下
さ
れ
た
土
地
の
な
か
か
ら
幕
府
関
連
の
屋
敷
地
を
提
供
し
た
こ
と
、
近

年
（
寛
政
四
年＝

一
七
九
二
）
困
窮
し
て
い
る
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

【
史
料
１
】
は
高
津
家
伝
来
の
史
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
内
容
的
に
本

史
料
と
の
齟
齬
は
み
ら
れ
な
い
が
、
高
津
屋
の
事
績
に
つ
い
て
は
簡
単
な
記
述
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

次
に
、
吉
右
衛
門
肝
煎
地
自
体
は
古
く
か
ら
そ
の
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
下

記
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（３６）

大坂の陣後の町の復興と玉造地区の武家地転換をめぐって ―高津屋史料の紹介をかねて―



【
史
料
２
】『
大
阪
府
全
志
』
巻
之
三

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）

吉
右
衛
門
肝
煎
地
は
元
和
以
降
大
坂
城
定
番
屬
吏
の
邸
宅
を
設
け
た
る
剰
余
の
畑

地
を
、
高
津
屋
吉
右
衛
門
に
肝
煎
せ
し
め
ら
れ
た
る
よ
り
此
の
称
起
れ
り
と
い
ふ
。

こ
れ
は
吉
右
衛
門
肝
煎
地
の
代
表
的
な
解
説
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
こ
の
解
説
が
引

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー
一
九
八
六
）。
た
だ
し
、
こ
の

内
容
は
典
拠
が
明
ら
か
で
な
い
う
え
に
、
本
史
料
の
Ｃ
部
分
の
み
を
述
べ
た
文
章
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
提
と
な
る
動
き
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
本
史
料

は
町
割
り
へ
の
関
与
か
ら
始
め
、
吉
右
衛
門
肝
煎
地
の
成
立
に
至
る
経
過
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
全
体
像
が
理
解
で
き
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

以
上
、
高
津
屋
に
関
す
る
二
点
の
史
料
・
記
述
を
確
認
し
た
が
い
ず
れ
も
断
片
的
な

も
の
に
と
ど
ま
り
、
反
面
、
本
史
料
は
時
間
軸
に
そ
っ
て
事
蹟
が
説
明
さ
れ
、
か
つ
詳

し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
高
津
屋
の
歴
史
に

と
ど
ま
ら
ず
、
大
坂
の
陣
後
の
町
の
復
興
、
お
よ
び
玉
造
地
域
の
武
家
地
へ
の
転
換
と

い
う
十
七
世
紀
の
重
要
な
動
向
に
関
す
る
情
報
を
含
む
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
そ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

大
坂
の
陣
か
ら
の
復
興

ひ
と
つ
め
は
、
大
坂
の
陣
か
ら
の
復
興
に
か
か
わ
る
元
和
年
間
の
動
き
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
大
坂
の
陣
の
直
後
、
松
平
忠
明
が
大
坂
に
入
っ
た
が
、
そ
の
時
に
忠
明
が

お
こ
な
っ
た
復
興
策
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
３
】「
大
坂
濫
觴
書
一
件
」
元
禄
十
二
年（『
大
阪
市
史
』
第
五
）

元
和
二
辰
年
大
坂
地
割
付
被
仰
付
候
、
御
外
廓
御
取
払
之
節
、
御
城
内
八
町
内
玉

造
り
伏
見
坂
町
・
笠
屋
町
・
東
伊
勢
町
等
他
所
へ
替
地
被
仰
付
、
同
二
月
丁
割
出

来
、
始
而
水
帳
差
出
候
様
被
仰
付
、

こ
の
史
料
は
、
元
和
二
年（
一
六
一
六
）二
月
に
町
割
り
が
完
成
し
水
帳
が
初
め
て
作

成
さ
れ
た
、
そ
の
際
「
外
郭
」（
惣
構
や
そ
の
内
側
の
三
ノ
丸
か
）（
３
）
が
壊
平
さ
れ
て

市
街
地
と
し
て
開
放
さ
れ
た
、
惣
構
内
に
あ
っ
た
伏
見
坂
町
な
ど
に
替
地
が
与
え
ら
れ

町
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
、
と
い
う
内
容
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
伏
見
坂
町
云
々
に
関
し
て
は
、
他
史
料
か
ら
伏
見
町
人
の
大
坂
移
住
は

元
和
五
年
以
降
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
元
和
二
年
段
階
の
話
と
し
て
は
あ
り
え

な
い
（
内
田
九
州
男
一
九
八
二
）。

た
だ
し
、
町
の
復
興
に
つ
い
て
は
大
坂
夏
の
陣
後
ま
も
な
く
着
手
さ
れ
た
こ
と
が
次

の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
金
地
院
崇
伝
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
九
月
に
山
田
清

大
夫
よ
り
屋
敷
確
保
を
告
げ
ら
れ
、
翌
年
か
ら
地
子
を
納
め
た
（
内
田
一
九
八
九
）。

【
史
料
４
】

『
新
訂
本
光
国
師
日
記
』
元
和
元
年
九
月
二
十
日
条

一
、
同
日
松
首
座
大
坂
�
上
ル
、
松
下
総
殿
・
山
清
大
夫
十
九
日
之
返
状
来
、
清

大
夫
方
�
ハ
、
大
坂
町
屋
敷
相
渡
由
申
来
也
、

『
新
訂
本
光
国
師
日
記
』
元
和
二
年
十
二
月
二
日
条

（
マ
マ
）

一
、
同
日
、
大
阪
之
町
屋
敷
年
貢
出
候
へ
と
書
付
来
、
案
左
ニ
有
、
本
文
を
者
吉

（
マ
マ
）

右
衛
門
ニ
持
せ
、
大
阪
松
首
座
方
へ
遣
ス
、

御
年
貢
米
之
事

合
拾
弐
匁
七
分
者

辰
ノ
十
二
月
二
日

内
平
野
町

金
地
院
分

内
平
野
町
は
豊
臣
期
よ
り
町
人
地
で
あ
っ
た
上
町
に
あ
っ
た
町
（
大
坂
城
の
西
側
で

惣
構
の
内
側
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
上
町
で
は
元
和
元
年
よ
り
早
々
に
復
興

（３７）
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が
は
じ
ま
り
、
屋
敷
割
り
に
い
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
豊
臣
後
期
に
は
武
家
地
が
広
が
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
玉
造
地
域
で
は
元

和
五
年
（
一
六
一
九
）
九
月
頃
（
松
平
忠
明
は
同
七
月
に
大
和
郡
山
へ
移
封
）
に
屋
敷

割
り
が
実
施
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

【
史
料
５
】『
新
訂
本
光
国
師
日
記
』
元
和
五
年
九
月
六
日
条

大
坂
屋
敷
割
候
者
、
算
用
場
之
隣
、
覚
長
老
屋
敷
申
請
候
様
ニ
御
肝
煎
頼
入
之
由

申
遣
ス
、

こ
こ
に
登
場
す
る
算
用
場
と
は
大
坂
城
の
南
東
角
（
玉
造
寄
り
）
に
位
置
し
た
曲
輪

で
、
豊
臣
期
に
は
周
囲
に
堀
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
。
そ
の
算
用
場
の
隣
接
地
で
屋
敷
割

り
が
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
内
田
九
州
男
は
【
史
料
３
】
に
記
さ
れ
た
松

平
忠
明
の
施
政
下
と
さ
れ
る
「
外
郭
」
の
撤
廃
と
は
、
こ
の
元
和
五
年
、
す
な
わ
ち
忠

明
移
封
後
の
普
請
を
指
す
可
能
性
が
高
い
と
し
た
（
内
田
一
九
八
九
）。
そ
う
な
る
と

復
興
の
た
め
の
町
割
り
・
屋
敷
割
り
は
松
平
忠
明
期
の
元
和
元
年
（
上
町
地
区
）
と
、

直
轄
後
の
元
和
五
年
（
玉
造
地
区
）
の
二
段
階
に
分
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
る
こ
と

も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

で
は
、
高
津
屋
吉
右
衛
門
が
か
か
わ
っ
た
大
坂
の
町
割
り
と
は
、
実
際
い
つ
の
こ
と

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
触
れ
て
い
る
前
掲
Ａ
お
よ
び
Ｂ
に
つ
い
て
原
文
を
確

認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
Ａ
で
あ
る
が
、
町
割
り
に
つ
い
て
開
始
時
期
は
明
記
さ
れ
な
い
が
場
所
は
上
町

だ
っ
た
と
記
す
。
上
町
の
復
興
が
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
よ
り
は
じ
ま
っ
た
こ
と
は

【
史
料
４
】
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、
復
興
は
城
下
町
の
中
心
部
で
あ
る
上
町
か
ら
は

じ
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
素
直
な
の
で
、
Ａ
に
つ
い
て
は
元
和
元
年
（
す
な
わ
ち
「
大

坂
御
陣
御
平
均
之
後
」）で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
な
お
高
津
屋
は
、
本
史
料
⑮
に
「
是

ハ
元
和
六
年
上
町
再
住
之
町
人
屋
鋪
地
面
不
足
ニ
差
出
申
候
」
と
あ
っ
て
、
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
段
階
に
お
い
て
も
上
町
の
屋
敷
割
り
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
Ｂ
に
つ
い
て
も
年
代
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
大
坂
城
外
曲
輪
の
堀
を
埋
め
た

跡
の
地
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
内
容
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
は
【
史
料
３
】
の
「
御
外

郭
御
取
払
」
と
い
う
動
き
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、【
史
料
５
】
と
の

連
動
も
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
先
の
内
田
の
よ
う
に
こ
れ
を
元
和
五
年
実
施

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
徳
川
大
坂
城
の
算
用
場
で
は
豊
臣
期
算
用

曲
輪
に
あ
っ
た
堀
は
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、【
史
料
５
】
に
あ
る
隣
接
地
の
屋
敷
割

り
に
先
行
し
て
算
用
場
の
堀
は
埋
め
立
て
が
完
了
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な

れ
ば
Ｂ
は
元
和
五
年
以
前
、
す
な
わ
ち
忠
明
期
に
算
用
曲
輪
の
堀
を
含
む
大
坂
城
外
縁

部
の
堀
（
惣
構
や
三
ノ
丸
が
含
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
）
の
埋
め
立
て
が
お
こ
な
わ
れ

た
こ
と
を
示
す
と
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
大
坂
の
陣
後
の
復
興
は
政
治
的
に
忠
明
期
と
直
轄
後
と

い
う
二
段
階
が
想
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
高
津
屋
に
つ
い
て
は
上
町
地
区
・
玉
造
地
区

の
復
興
に
元
和
初
年
か
ら
直
轄
期
に
い
た
る
ま
で
継
続
的
に
参
画
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
支
配
体
制
側
と
し
て
も
実
際
に
復
興
に
携
わ
る
事
業
者
に
つ
い

て
は
む
や
み
な
変
更
は
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、【
史
料
５
】
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
と
い
え
ば
、
徳
川
大
坂
城
の
第
一

期
工
事
が
元
和
五
年
九
月
十
六
日
に
幕
府
年
寄
か
ら
普
請
大
名
へ
発
令
さ
れ
て
い
る
こ

と（
中
村
博
司
二
○
○
九
Ｂ
）が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
屋
敷
割
り
が
徳
川
大
坂
城
の

築
城
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
（
４
）
。

（３８）
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三

徳
川
期
に
お
け
る
武
家
地
の
拡
大

本
史
料
で
は
高
津
屋
が
支
配
地
の
な
か
か
ら
定
番
や
幕
府
役
人
衆
の
屋
敷
地
と
し
て

土
地
を
譲
渡
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
年
代
順
に
整
理
し
た
の
が
表
１
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
譲
渡
先
と
譲
渡
さ
れ
た
時
期
を
勘
案
す
る
と
、
三
つ
程
度
の
グ
ル
ー

プ
に
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ま
ず
は
１
〜
４
（
表
１
左
端
の
通
し
番
号
。
以
下
、
同
じ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
寛
永

年
中
に
、
阿
部
備
中
守
正
次
の
屋
敷
地
と
し
て
提
供
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
こ

は
の
ち
の
大
坂
城
代
屋
敷
に
お
い
て
寺
山
屋
敷
〔
１
・
３
〕、
十
三
小
路
屋
敷
〔
２
〕、

清
水
谷
屋
敷
〔
４
〕
と
称
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
阿
部
正
次
は
寛
永
三
年
（
一
六
二

六
）
に
定
番
衆
の
一
人
と
し
て
着
任
し
た
人
物
で
あ
る
。
宮
本
裕
次
に
よ
れ
ば
、
阿
部

は
元
和
五
年
の
大
坂
直
轄
化
に
と
も
な
い
伏
見
城
か
ら
移
っ
て
き
た
内
藤
信
正
の
後
任

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
阿
部
が
入
っ
た
屋
敷
地
は
も
と
も
と
内
藤
が
居
住
し
て
い
た
、
大

坂
で
は
最
初
の
武
家
地
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
（
宮
本
二
○
一
二
）。
阿
部
の

屋
敷
地
は
寛
永
八
年
あ
る
い
は
九
年
と
推
測
さ
れ
る
「
大
坂
城
并
町
中
絵
図
」（
宮
本

二
〇
一
二
。
個
人
蔵
。
以
下
、
寛
永
図
）
で
は
す
で
に
大
坂
城
大
手
門
前
か
ら
南
側
に

か
け
て
広
が
っ
て
い
る
（「
阿
部
備
中
守
者
屋
敷
」）
様
子
が
わ
か
る
。
こ
の
寛
永
図
と

本
史
料
と
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
１
〜
３
の
譲
渡
地
は
「
大
坂
城
并
町
中
絵
図
」
で

す
で
に
阿
部
屋
敷
と
し
て
表
記
さ
れ
る
が
、
４
の
清
水
谷
に
つ
い
て
は
図
外
と
な
っ
て

お
り
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
阿
部
正
次
の
清
水
谷
屋
敷
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
触
れ
た
こ

と
が
あ
る
が
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

「
大
坂
絵
図
」（
篠
山
市
教
育
委
員
会
蔵
。
以
下
、
承
応
図
）
に
は
同
屋
敷
が
描
か
れ

て
い
る
（
大
澤
二
○
一
三
）。
こ
の
「
大
坂
絵
図
」
は
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
没

し
た
阿
部
正
次
の
名
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
部
分
が

改
訂
さ
れ
な
い
ま
ま
に
制
作
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
の
で
、
阿
部
の
在
任
中
に
清
水

谷
ま
で
屋
敷
が
拡
大
し
た
も
の
と
拙
稿
で

は
考
え
た
が
、
４
の
内
容
は
そ
れ
を
補
う

も
の
と
な
る
。
４
で
は
そ
の
時
期
を
「
先

年
」
と
書
い
て
い
る
が
、
１
〜
３
の
「
寛

永
年
間
」
と
は
別
の
書
き
方
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
清
水
谷
屋
敷
の
成
立
は
寺
山
・

十
三
小
路
の
屋
敷
よ
り
遅
れ
た
寛
永
以
降
、

正
保
初
年
に
下
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
１
〜
３
に
く
ら
べ
る
と
４
は
さ

ら
に
大
坂
城
か
ら
遠
い
。
宮
本
が
推
定
し

た
内
藤
信
正
か
ら
の
継
承
地
の
場
所
は
明

確
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
大
坂
城
に

も
っ
と
も
近
い
位
置
を
想
定
す
べ
き
で
、

そ
の
後
、
そ
の
南
側
に
位
置
す
る
１
〜
３

そ
し
て
４
と
い
う
順
に
高
津
屋
支
配
地
を

入
手
す
る
こ
と
で
、
阿
部
屋
敷
は
南
へ
拡

大
し
て
い
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な

か
ろ
う
か
（
５
）
。

次
は
６
〜
８
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ

れ
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
、
玉
造

口
定
番
で
あ
っ
た
保
科
弾
正
忠
正
貞
の
与

力
屋
敷
に
あ
て
ら
れ
た
と
あ
る
。
保
科
は

表１ 高津屋吉右衛門肝煎地より収公された土地
備考

定番：寛永３（１６２６）．４．６～正保４（１６４７）．１１．１４

定番：寛永３（１６２６）．４．６～正保４（１６４７）．１１．１４

定番：寛永３（１６２６）．４．６～正保４（１６４７）．１１．１４

定番：寛永３（１６２６）．４．６～正保４（１６４７）．１１．１４

玉造口定番：慶安元（１６４８）．６．２６～万治３（１６６０）．１１．２１？

玉造口定番：慶安元（１６４８）．６．２６～万治３（１６６０）．１１．２１？

玉造口定番：慶安元（１６４８）．６．２６～万治３（１６６０）．１１．２１？

代官：延宝５（１６７７）～（正徳５（１７１５）没）

面積

（記載なし）

（記載なし）

（記載なし）

１升６反

１町１反１畝１９歩

（記載なし）

（記載なし）

（記載なし）

（記載なし）

８反１畝１９歩

４反６畝１７歩

４反４畝１０歩

２反３畝１０歩

２反３畝２歩

高

７石

１斗５升４合

２斗３升１合

１２石８斗

１１石７升

４石９斗８升

２石８斗１升９合

１石９斗７升２合

４石９斗７升８合

８石９斗４升２合

５石１斗２升２合

４石６斗１升３合

２石９斗３升２合

１石８斗５升６合

譲渡地

上堺町南裏

山家屋町北裏

仁右衛門町西裏

清水谷東裏

（記載なし）

玉造算用曲輪東南之下

森村北之堀端

（記載なし）

聚楽町南裏

（記載なし）

（記載なし）

鈴木町南裏

（記載なし）

（記載なし）

名称

阿部備中守正次屋敷地

阿部備中守正次屋敷地

阿部備中守正次屋敷地

阿部備中守正次屋敷地

金奉行・具足奉行同心屋敷地

保科弾正忠正貞与力屋敷地

保科弾正忠正貞与力屋敷地

保科弾正忠正貞与力屋敷地

御蔵方同心屋敷地

御蔵方同心１２人屋敷地

御蔵奉行屋敷地

万年長十郎代官屋敷地

破損方同心屋敷地

具足奉行屋敷地

譲渡年

１６２４～４４

１６２４～４４

１６２４～４４

１６４９

１６５４

１６５４

１６５４

１６６８

１６６８

１６６８

１６８４

１６９９

１６９９

寛永年中

寛永年中

寛永年中

先年

慶安２

承応３

承応３

承応３

寛文８

寛文８

寛文８

貞享元

元禄１２

元禄１２

史料№

②

③

④

⑭

⑩

⑤

⑥

⑪

①

⑫

⑬

⑦

⑧

⑨

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

（３９）
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慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
六
月
二
十
六
日
に
着
任
し
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
ま
で

そ
の
職
に
あ
っ
た
。
保
科
の
着
任
後
の
屋
敷
範
囲
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
の
は
明
暦
元

年
（
一
六
五
五
）
大
坂
三
郷
町
絵
図
（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
。
以
下
、
明
暦
図
）
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
与
力
屋
敷
を
増
や
し
た
承
応
三
年
の
後
の
状
況
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

そ
の
屋
敷
地
の
変
遷
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
現
状
で
は
前
述
の
寛
永
図
（
こ
の
段
階
で

は
前
任
の
定
番
稲
垣
摂
津
守
重
綱
屋
敷
）
お
よ
び
承
応
図
と
の
対
比
で
考
え
る
以
外
に

手
は
な
い
。

そ
こ
で
具
体
的
な
場
所
表
記
の
な
い
８
を
の
ぞ
い
た
６
・
７
と
こ
れ
ら
の
図
を
比
較

し
て
み
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
６
の
「
玉
造
算
用
曲
輪
東
南
之
下
」
付
近
で

は
、
寛
永
図
・
承
応
図
に
よ
れ
ば
町
人
地
を
は
さ
ん
で
東
西
に
稲
垣
屋
敷
が
配
置
さ
れ
、

承
応
図
で
は
そ
の
町
人
地
を
東
伊
勢
町
・
北
新
町
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
７
は
「
森
村

北
之
堀
端
」
だ
が
、
こ
れ
は
そ
の
表
記
か
ら
猫
間
川
西
岸
の
定
番
屋
敷
隣
接
地
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
後
の
明
暦
図
に
な
る
と
こ
の
部
分
は
玉
造
定
番
下
屋
敷
へ
と
変
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
を
い
う
と
、
６
〜
８
の
動
き
の
あ
っ
た
承
応
三
年
（
一
六
五

四
）
と
は
、
保
科
の
与
力
同
心
の
人
数
増
加
に
と
も
な
い
、
隣
接
す
る
町
家
を
下
博
労

地
区
へ
移
転
さ
せ
、
跡
地
を
屋
敷
地
と
し
て
吸
収
し
た
年
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
東

伊
勢
町
等
と
同
時
に
近
接
す
る
高
津
屋
支
配
地
も
吸
収
し
、
定
番
の
屋
敷
地
を
拡
大
さ

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
承
応
三
年
の
措
置
に
よ
っ
て
玉
造
で
東
西
に
分
か
れ
て
い
た

定
番
屋
敷
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
塊
と
な
っ
て
大
坂
城
を
そ
の
東
か
ら
南
に
か
け
て
大
き

く
覆
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
定
番
機
能
の
充
実
を
図
り
、
大
坂
城
の
防
衛
を
よ

り
強
固
な
も
の
に
す
る
動
き
の
一
環
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

残
る
５
、
９
〜
１４
は
い
わ
ゆ
る
大
坂
代
官
と
六
役
に
含
ま
れ
る
大
坂
役
人
衆
関
連
の

屋
敷
地
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
９
〜
１１
の
三
ヵ
所
が
蔵
奉
行
関
連
で
か
つ

譲
渡
年
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
と
、
１３
・
１４
は
破
損
奉
行
・

具
足
奉
行
と
譲
渡
先
が
別
々
で
あ
り
な
が
ら
二
ヵ
所
の
譲
渡
年
が
元
禄
十
二
年
（
一
六

九
九
）
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
年
に
集
中
し
て
い
る
理
由
は
未
詳

で
あ
る
が
、
奉
行
や
同
心
の
屋
敷
地
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
組
織

改
編
な
ど
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
く
。

な
お
、
こ
れ
ら
大
坂
役
人
衆
の
屋
敷
地
の
所
在
地
で
あ
る
が
、
明
示
さ
れ
て
い
る
の

は
９
が
聚
楽
町
南
裏
、
１２
が
鈴
木
町
南
裏
と
い
う
二
ヵ
所
の
み
で
あ
る
。
大
坂
役
人
衆

の
屋
敷
地
自
体
は
す
で
に
寛
永
図
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
大
坂
城
と
大
手
通
・

谷
町
筋
・
町
奉
行
屋
敷
地
に
囲
ま
れ
た
位
置
と
、
上
町
筋
・
上
堺
町
・
谷
町
筋
・
農
人

橋
通
に
囲
ま
れ
た
位
置
に
集
中
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
明
暦
図
を
み
る
と
、
後
者
の

範
囲
は
さ
ら
に
南
方
へ
拡
大
し
て
い
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
９
・
１２
は
ま
さ
に
そ

こ
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
屋
敷
地
に
つ
い
て
も
こ
の
地
域
に
置
か
れ
た
可
能

性
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

高
津
屋
は
上
堺
町
以
南
に
も
広
く
土
地
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら

大
坂
役
人
衆
の
屋
敷
地
が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
肝
煎
地
と
し
て
幕
末
ま
で
残
っ

た
場
所
は
現
在
の
天
王
寺
北
端
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
『
大
阪
市
史
』
附
図
の
第
五

図
（
天
保
十
四
年
）
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
も
肝
煎
地
は
け
っ
し
て
狭
く
な
い

が
、
そ
れ
に
当
初
肝
煎
地
だ
っ
た
役
人
衆
の
屋
敷
地
を
あ
わ
せ
る
と
高
津
屋
が
当
初
復

興
に
か
か
わ
っ
た
土
地
は
相
当
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
高
津
屋
史
料
を
紹
介
し
、
そ
こ
か
ら
高
津
屋
吉
右
衛
門
が
大
坂
の
陣
後
の
大

坂
の
復
興
に
た
ず
さ
わ
っ
て
上
町
の
町
割
り
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
、
堀
跡
を
埋
め
る
開

（４０）

大坂の陣後の町の復興と玉造地区の武家地転換をめぐって ―高津屋史料の紹介をかねて―



発
事
業
で
誕
生
し
た
土
地
を
支
配
し
、
そ
の
な
か
か
ら
幕
府
用
地
を
提
供
し
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
ま
た
当
初
の
復
興
は
元
和
初
年
か
ら
少
な
く
と
も
六
年
ま
で
は

続
き
、
そ
の
後
寛
永
年
間
か
ら
は
高
津
屋
の
支
配
地
が
幕
府
用
地
と
し
て
譲
渡
さ
れ
、

そ
れ
は
十
七
世
紀
い
っ
ぱ
い
継
続
し
た
の
で
あ
っ
た
。
高
津
屋
が
支
配
し
て
い
た
土
地

は
広
さ
・
分
布
と
も
相
当
な
規
模
に
達
し
て
お
り
、
高
津
屋
が
大
坂
の
陣
後
の
復
興
に

果
た
し
た
役
割
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
な
お
高
津
屋
の
立
場
で
あ
る
が
、
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
先
祖
吉
右
衛
門
が
上
町
分
の
町
割
り
を
命
ぜ
ら
れ
、
土
地
開
発
も

担
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
父
ま
で
は
惣
年
寄
を
務
め
て
い
た
が
の
ち
に
退
き
二
十
八
町

の
町
年
寄
を
務
め
た
こ
と
が
本
史
料
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
高
津
屋
は
町
方
支
配

に
た
ず
さ
わ
る
元
締
衆
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
よ
う
（
６
）
。

本
史
料
が
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

【
註
】

（
１
）
主
要
な
先
行
研
究
は
、
内
田
九
州
男
一
九
八
二
、
中
村
博
司
二
〇
〇
九
Ａ
。
こ
の
う
ち
内

田
は
、
忠
明
時
代
の
事
蹟
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
た
伏
見
町
人
の
大
坂
移
住
は
元
和
五
年

（
一
六
一
九
）
の
、
彼
が
大
坂
を
去
っ
た
後
の
こ
と
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
頃
の
「
摂
津
国
御
料
私
領
村
高
帳
」（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書

館
蔵
）
に
載
せ
ら
れ
た
「
吉
右
衛
門
肝
煎
」
は
高
二
三
八
石
余
と
記
さ
れ
る
。

（
３
）
拙
稿
に
お
い
て
、
惣
構
を
外
周
の
ラ
イ
ン
、
三
ノ
丸
を
そ
の
惣
構
と
二
ノ
丸
の
間
の
エ
リ

ア
と
理
解
し
た
。
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
（
大
澤
二
〇
一
五
）。
な
お
そ
の
場
合
、
三
ノ
丸

内
で
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
武
家
地
の
囲
い
込
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
と
も
な
う
何
ら
か
の
「
外
郭
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
４
）
第
一
期
徳
川
大
坂
城
の
普
請
は
二
ノ
丸
の
北
部
と
さ
れ
、
算
用
場
の
あ
る
位
置
と
は
正
反

対
で
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
宮
本
裕
次
は
、
阿
部
屋
敷
に
つ
い
て
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
以
降
に
拡
大
し
た
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
二
〇
一
二
）。

（
６
）
元
締
衆
と
は
「
大
坂
三
郷
町
中
御
取
立
承
伝
記
」（『
大
阪
市
史
』
第
五
）
に
「
長
崎
・
京

都
・
江
戸
・
大
坂
・
堺
五
ヶ
所
ニ
而
、
身
体
手
厚
町
人
御
改
之
上
、
糸
割
符
人
数
御
定
被

成
候
、
大
坂
表
右
人
数
之
内
由
緒
之
家
柄
衆
御
撰
出
シ
被
成
、
町
方
支
配
被
仰
付
、
元
〆

衆
と
唱
、
御
年
貢
地
子
銀
取
集
メ
未
進
等
ハ
取
替
、
下
総
守
様
へ
上
納
被
致
候
、
町
々
年

寄
も
元
〆
�
被
極
候
由
」
と
い
わ
れ
る
富
豪
衆
だ
っ
た
。

【
参
考
文
献
】

内
田
九
州
男

一
九
八
二

「
大
坂
三
郷
の
成
立
」『
大
阪
の
歴
史
』
七
号

内
田
九
州
男

一
九
八
九

「
近
世
初
頭
大
坂
三
郷
の
地
子
に
つ
い
て
」『
大
阪
の
歴
史
』
二
十

七
号

大
阪
市
参
事
会

一
九
一
一

『
大
阪
市
史
』
第
五

中
村
博
司

二
〇
〇
九
Ａ

「
松
平
忠
明
の
大
坂
城
「
三
ノ
丸
壊
平
・
市
街
地
開
放
」
を
め
ぐ
っ

て
」『
日
本
歴
史
』
七
三
九
号

中
村
博
司

二
〇
〇
九
Ｂ

「
大
阪
城
再
築
の
経
過
と
普
請
参
加
大
名
の
編
成
」『
大
坂
城
再
築

と
東
六
甲
の
石
切
丁
場
』
大
阪
歴
史
学
会

平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー

一
九
八
六

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
２８
大
阪
府
の
地
名
Ⅰ
』
平
凡

社
宮
本
裕
次

二
○
一
二

「
江
戸
時
代
大
坂
城
周
辺
の
武
家
地
に
つ
い
て
」『
大
阪
城
天
守
閣
紀

要
』
３９
号

大
澤
研
一

二
○
一
三

「
絵
図
に
み
る
１７
世
紀
大
坂
城
下
町
の
武
家
地
の
動
向
―
篠
山
藩
青
山

家
伝
来
の
絵
図
の
検
討
か
ら
―
」『
特
別
展

天
下
の
城
下
町

大
坂
と
江
戸
』
大
阪
歴
史
博

物
館

大
澤
研
一

二
○
一
五

「
文
献
史
料
か
ら
み
た
豊
臣
大
坂
城
の
空
間
構
造
」
大
阪
市
立
大
学
豊

臣
期
大
坂
研
究
会
編
『
秀
吉
と
大
坂

城
と
城
下
町
』
和
泉
書
院

【
付
記
】
最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
史
料
の
使
用
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
飯
嶋
信
治
氏
お
よ
び

仲
介
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
奈
良
拓
弥
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

（４１）

大阪歴史博物館 研究紀要 第１４号（２０１６）



（４２）

大坂の陣後の町の復興と玉造地区の武家地転換をめぐって ―高津屋史料の紹介をかねて―


